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議案第４４号 

   建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起 

 上記の議案を提出する。 

    令和４年６月１３日   

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき、本案を提出する。 
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   建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起 

 

 （ ）を相手方として、次のとおり訴

えを提起する。 

 １ 訴えの要旨 

   は、世田谷区に対し、別紙物件目録記載の建物（以下「本件建物」と

いう。）を道路新設拡幅事業（主要生活道路２０７号線千歳通り第Ⅲ期）に支障

がない場所に移転せよ、との判決及び仮執行の宣言を求める。 

 ２ 訴訟の目的の価額 

   金３，１５２，６７８円 

 ３ 訴えを提起する理由 

   世田谷区は、 と平成２９年３月１３日、 が平成３０年３月１

５日までに本件建物を移転する旨の物件移転補償契約（以下「本件物件移転補償

契約」という。）を締結し、補償金の一部を前払金として支払った。 

   その後、世田谷区は、 と本件物件移転補償契約の内容を変更する旨の

契約を締結し、本件建物を移転する期限を令和３年３月１５日としたが、

は未だ本件建物の移転を行っていない。 

   世田谷区はこれまで、 に対し本件物件移転補償契約に基づく債務を履

行するよう繰り返し催告したが はこれに応じず、本件建物の占有も継続

しているため、訴えを提起する。 
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（別紙） 

       物 件 目 録 

 

 １ 所  在  

２ 家屋番号  

３ 種  類 店舗及び共同住宅 

４ 構  造 木造スレート葺２階建 

５ 床 面 積 １階 １４０．０２平方メートル 

      ２階 １４０．０２平方メートル 

⑴ 上記建物のうち、１階部分１０．１５平方メートル 

⑵ 上記建物のうち、２階部分１０．１５平方メートル 


